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その他の主な経営支援メニューについて

フリーダイヤルがご利用いただけない場合は、011-241-5605をご利用ください。
（通話料はお客様の負担となります）
※

フリーダイヤル　0120-279-540
本店業務部企業支援課の職員が経営・金融相談にお応えします。（ご相談は無料です）
 

本店では夜間相談窓口を設置しており、また、商工会議所等の関係機関に当協会の職員を派遣しております。※

経営金融相談窓口／夜間経営相談窓口
本店・支店にて、経営・金融相談にお応えします。
 

金融機関紹介窓口
当協会では金融機関紹介窓口を設置しております。
 

 
 ※ 紹介した金融機関での審査があります。

￥

※取引金融機関がない場合や既往の取引金融機関から十分な融資を受けられない場合に、当協会が他の金融機関
を紹介する相談窓口を設置しております。
本支店窓口またはフリーダイヤルへお気軽にご相談ください。

海外展開サポートデスク

※中小企業基盤整備機構北海道本部・日本貿易振興機構（JETRO）・国際協力機構（JICA）等の関係機関と連携して
います。

本店企業支援課では、海外展開に係る経営・資金調達相談等に対応する窓口があり、相談から審査
までワンストップで行っています。

事業承継サポートデスク

※北海道中小企業総合支援センター・北海道事業引継ぎ支援センター等の関係機関と連携しています。

本店企業支援課では、後継者問題について円滑に課題解決を行うための経営・資金調達相談等
に対応する窓口があり、相談から審査までワンストップで行っています。

創業者向けセミナー

※詳細は、当協会ホームページおよびフェイスブックページにて公開しています。

これから創業を考えている方、創業して間もない方を対象に、創業に必要な知識が得られるセミナー
を行っています。

創業情報誌BSTJ・オーエンチャンネル

 

  「ホームページ」　 http://www.cgc-hokkaido.or.jp
  「フェイスブックページ」https://www.facebook.com/cgc.hokkaido.sougyoushien.team
※オーエンチャンネルは、動画共有サイト「YouTube」で「オーエンチャンネル」と検索してください。

※創業情報誌は、当協会本支店の窓口に設置しているほか、当協会ホームページおよびフェイスブックページにて公開
しています。

北海道でご活躍されている創業者をご紹介し、創業を夢見ている方へのアドバイスとなる情報誌・
動画を提供しています。
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　保証協会の団体信用生命保険制度（保証協会団信）は、信用保証協会の保証付融資を受けた「個人事業
主」または中小企業者に該当する「法人の代表者」が、その債務の全額を返済されないうちに死亡もしくは所定
の高度障がいといった不測の事態に陥った場合、一般社団法人全国信用保証協会連合会（以下「連合会」）が
生命保険会社から受け取る保険金をもとに、金融機関に対する当該借入金を返済するものです。

保証協会団信とは

保証協会団信の仕組み
保
証
協
会
団
信
の
ご
案
内

信用保証協会団体信用生命保険制度（保証協会団信）のご案内

●加入できる方 ・ 個人事業主または中小企業者に該当する法人
※組合、医療法人を含め、信用保証の対象者であれば保証協会団信をご利用いただけます。

●対象融資 ・ 保証付融資100万円以上1億円以下、融資期間1年以上の均等分割返済、証書貸付
（不均等返済、一括返済、当座貸越・カードローンなどの根保証は対象となりません）

●被保険者 ①個人事業主の場合は本人
②中小企業者に該当する法人の場合は代表者（複数の場合は、そのうちの1名）で保証付融資の連帯保証人

●ご加入の手続き 保証付融資の申込みにあたって、通常の書類のほかに下記の書類が必要になります。
①団体信用生命保険による債務弁済委託契約申込書
②「保証協会団信」申込書兼告知書

●診断書など ・ 申込金額5,000万円超の場合は、所定の様式による「健康診断結果証明書」が必要になります。
・ 「告知事項あり」の場合は後日、生命保険会社から医師の診断書を求められることがあります。

●対象となる融資
特約料（年払）の目安〈融資金額100万円について〉 　〔元金均等返済、据置期間なしの場合〕
返済期間 初年度 2年目
3年

5年

7年

10年

3,790
3,950
4,030
4,080

2,160
2,970
3,320
3,590

3年目

760
2,130
2,720
3,170

4年目

̶
1,290
2,120
2,750

5年目

̶
450
1,520
2,330

6年目

̶
̶
920
1,910

7年目

̶
̶
320
1,490

8年目

̶
̶
̶
1,070

9年目

̶
̶
̶
650

10年目

̶
̶
̶
230

合計

6,710
10,790
14,950
21,270

（単位：円） 

以上いずれかであって、加入申込日（告知日）現在、満20歳以上で満71歳未満の方（満75歳をもって
自動解約となります）

●保険契約者：一般社団法人全国信用保証協会連合会
●被保険者：お客様（債務者）が個人事業主の場合はご本人。
　　　　　 法人の場合は代表権を有する連帯保証人の方。　　　  
●保険金受取人：一般社団法人全国信用保証協会連合会
●保険金額：融資残高（残債務額）（１億円まで）
●保障期間：原則債務返済期間。ただし、所定の保障終了日までとする。 保　険　金

信用保証付融資

ご　返　済

万一
の場
合、
お客
様に
代わ
って
債務
を弁
済

団体信用生命保険契約

保　険　料

口
座
振
替
に
よ
る
特
約
料

お
支
払
い（
年一回
）

債
務
弁
済
委
託
契
約

金銭消費賃借契約

お客様

生命保険
会社

金融機関

一般社団法人
全国信用保証
協会連合会

団信の加入はご希望によるもので、保証の諾否とは一切関係がありません

個別の保証付融資に関して、連合会と生命保険会
社の間で、中小企業者の方 を々被保険者とする団
体生命保険契約を結びます。

団信付の保証付借入金が完済となる前に被保険
者が死亡・高度障がいとなった場合、連合会が生命
保険会社から受け取る保険金で、取扱金融機関に
対する借入金の残額を返済することになります。
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信用保証協会では、信用保証制度を悪用する行為を排除し、
公正な保証取扱をするために保証申込に際し、次のとおり対応します。

信用保証協会は、信用保証制度を
悪用する行為を排除します

～「反社会的勢力は信用保証協会の保証対象とはなりません」～

～「信用保証料以外に、手数料、入会金、あっせん料、仲介料は一切いただいておりません」～

～第三者介入、同席の案件には応じられません～

～申込人本人（法人の代表者を含む）になりすました者の保証には応じられません～

～ご不明な点はご連絡を～
ご利用にあたって、ご不審な点がありましたら信用保証協会までご連絡ください。

次のいずれかに該当する者、その他これらに準ずる者は保証の対象となりません。

！

※信用保証制度を不正に利用した場合は、法令により処罰されます。

　信用保証協会では、平成２１年７月より「反社会的勢力は信用保証の対象とならない」ことを信用保証委託契約
書等においても明記しているところですが、「暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者」および「反社会的
勢力の共生者」についても信用保証の対象とはなりません。
　信用保証協会は、申込人または保証人が反社会的勢力に該当しないこと、および将来にわたって反社会的勢力
に関係しないことを確約しなければ信用保証の対象としておりません。

　また、申込人または保証人が、自らまたは第三者を利用して暴力的な要求行為や法的な責任を超えた不当な
要求行為等を行う場合も保証の対象としておりません。

　悪質な仲介業者等、いわゆる金融あっせん屋が保証申込にあたり、あっせんを行った手数料等の名目で、不法な
報酬を要求するケースが発生しております。信用保証協会では信用保証料以外には、手数料、入会金、あっせん料、
仲介料等は一切いただいておりません。

　監督官庁および警察庁の指導により、第三者が介入、または相談窓口が認めた方以外の第三者が同席する
案件には、応じられないこととなっております。

① 暴力団
② 暴力団員
③ 暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者
④ 暴力団準構成員
⑤ 暴力団関係企業
⑥ 総会屋等
⑦ 社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
⑧ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
⑨ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
⑩ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、
　 不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
⑪ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を
　 有すること
⑫ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
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相
談
窓
口

お問い合わせ先のご案内 お気軽にご相談ください。
（連絡所は市町村の商工会議所、商工会内にあります）

小樽
札幌

苫小牧
帯広

釧路

室蘭

函館

滝川
旭川

北見

 ●岩見沢 ●深川
●美唄 ●芦別

滝川支店
073-8691　滝川市大町2丁目5番32号

北見支店
090-8691　北見市北8条東1丁目3番地

【連絡所】

【連絡所】

【連絡所】
【連絡所】

【連絡所】 【連絡所】 【連絡所】
 ●江別 ●恵庭

本店
060-8670
札幌市中央区大通西14丁目1番地
TEL : 011-241-2231
FAX : 011-221-1085

TEL : 0125-23-1201
FAX : 0125-22-1360

 ●北斗 ●江差 ●森
●八雲 

函館支店
040-8691　函館市大森町24番1号

 ●伊達

室蘭支店
050-8691　室蘭市東町4丁目29番1号
（市中小企業センター3階）

 ●浦河 ●白老 ●新ひだか 

苫小牧支店
053-8725　苫小牧市表町1丁目1番13号
（苫小牧経済センタービル2階）

小樽支店

●根室 ●白糠 ●厚岸 

釧路支店
085-8691　釧路市黒金町6丁目1番地

 ●留萌 ●稚内 ●名寄
●富良野 ●士別 ●上川

旭川支店
070-8691　旭川市7条通13丁目59番地2

経営金融相談
専用ダイヤル

道内の中小企業経営者の皆さまの経営・金融相談をお受けしております。ご相談は無料ですので
お気軽にご利用ください。

フリーダイヤル 
ツ　ナ　グ ゴ　シ エン

0120-279-540

 ●本別 ●清水 ●幕別

帯広支店
080-8691
帯広市西3条南6丁目18番地2

TEL : 0166-24-1441
FAX : 0166-25-5649

TEL : 0157-24-5196
FAX : 0157-24-5191

TEL : 0154-23-1361
FAX : 0154-23-1364

TEL : 0155-24-3658
FAX : 0155-24-3661

TEL : 0144-33-1751
FAX : 0144-32-3915

TEL : 0143-45-6001
FAX : 0143-45-7818

TEL : 0138-23-8425
FAX : 0138-23-8471

●北見（留辺蘂） ●網走
●紋別 ●遠軽 ●斜里

047-8691　小樽市稲穂2丁目22番1号
（小樽経済センター2階）
TEL : 0134-22-5188
FAX : 0134-22-5918

●岩内 ●倶知安 ●余市
【連絡所】

【連絡所】 【連絡所】

本店

旭川理容美容
専門学校

園
公
央
中
広
帯

商工中金

北海道銀行

キラリス
函館

ホテルパコ

北海道信金

北陸銀行

フリーダイヤルがご利用いただけない場合は、本店・業務部企業支援課 011-241-5605 をご利用ください。
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